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主 文 

１ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

反訴被告は、反訴原告に対し、４３５７万円及びこれに対する平成３０年９月

６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要 

平成３０年９月６日、北海道で発生した北海道胆振東部地震（以下「本件地震」

という。）によって、北海道内で電気事業等を行っている脱退前被告が運転する苫

東厚真火力発電所（以下「本件発電所」という。）の発電機が停止したことなどを

きっかけに、北海道全域における大規模停電（以下「本件ブラックアウト」とい

う。）が発生した。 

本件は、北海道斜里郡 a 町でホテルを経営している株式会社である反訴原告が、

脱退前被告は、①本件地震当時、本件発電所の電力供給が北海道内の総供給量の

４８％を超えており、本件発電所が地震により停止した場合、ブラックアウトが

発生するおそれがあったから、本件発電所の発電量を減じ、他の発電所を稼働さ

せて発電量の分散を図るべきであったのに、これを怠った過失、②本件発電所が

停止した場合に備え、本件発電所の合計出力である１４９．２万ｋＷ以上の負荷

遮断量を設定し、ブラックアウトを回避すべきであったのに、実際に設定された

負荷遮断量は１４６万ｋＷに留まり、適切な負荷遮断量の設定を怠った過失によ

り本件ブラックアウトを発生させ、加えて、③地震によるブラックアウト発生時

の復旧に係る計画を立案していなかった結果、本件ブラックアウトからの復旧の

手順及び見通しを誤り、本件ブラックアウトが長期化する旨の誤った復旧見通し

を公表したことにより、反訴原告の経営するホテルの宿泊予約が解約されるなど

の損害を受けたなどと主張して、脱退前被告から本件ブラックアウトに係る損害
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賠償債務を承継した反訴被告に対し、不法行為に基づき、宿泊予約の解約による

損害及び弁護士費用等の合計４３５７万円並びにこれに対する本件地震が発生し

た日である平成３０年９月６日から支払済みまで民法（平成２９年法律第４４号

による改正前のもの）所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案

である。 

反訴原告は、当初、脱退前被告を被告として、本件ブラックアウトに係る損害

賠償を求めていた（当庁令和元年 第１５９１号）が、反訴被告が本件ブラック

アウトに係る損害賠償債務を承継したと主張して、反訴原告に対し同債務の不存

在確認を求める訴えを提起して、同事件に承継参加（当庁令和２年 第１２８５

号）するとともに、脱退前被告は訴訟脱退を申し出た。これに対し、反訴原告は、

脱退前被告の訴訟脱退の申出を承諾するとともに、反訴被告に対し、本件反訴を

提起したため、反訴被告は、上記債務不存在確認請求を取り下げた。 

 １ 前提事実（争いがない事実及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実） 

  ⑴ 用語の意義等 

    本判決で用いる電力関係の用語の意義等は、別紙１のとおりである。 

 ⑵ 当事者等 

  ア 反訴原告は、前記肩書地において、「Ａホテル」（以下「本件ホテル」と

いう。）を経営する株式会社である。 

  イ 脱退前被告は、平成３０年９月６日当時、北海道内において、発電事業、

小売電気事業及び一般送配電事業を行っていた株式会社である。 

    反訴被告は、令和２年４月１日、会社の吸収分割の方法により、脱退前

被告の営んでいた事業のうち、一般送配電事業、離島における発電事業及

びこれらに附帯関連する事業並びにこれらに係る権利義務を承継した株式

会社である。 

 ⑶ 本件地震及び本件ブラックアウトの発生（乙２） 

  ア 平成３０年９月６日午前３時７分（以下、同日の出来事については年月
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日の記載を省略する。）、北海道胆振地方東部を震央とする最大震度７に及

ぶ本件地震が発生した。 

  イ 本件地震が発生した当時の北海道の電力網の概要は、別紙２の１の図の

とおりであり、道内最大の電力消費地である道央エリアを中心に、道北方

面、道東方面及び道南方面へと電力網が延伸される構造となっていた。 

  ウ 本件地震発生直前の北海道内の発電機の運転状況は、別紙２の２の表の

とおりであり、北海道内全体の電力需要量合計約３０８．７万ｋＷのうち、

４８％余りに当たる約１４９．２万ｋＷを北海道勇払郡厚真町所在の本件

発電所の発電機１号機、２号機及び４号機（以下、単に「１号機」などと

いうことがある。）が供給している状況であった。 

  エ 本件地震発生直後、２号機及び４号機がタービンの振動を検知して、自

動停止したほか、１号機もボイラーの損傷や機器の動作不良等により、次

第に出力を低下させ、午前３時２５分、停止した。 

  オ エと並行して、本件地震発生直後、道央エリアと道東方面エリアをつな

いでいた狩勝幹線２回線、新得追分線１回線及び日高幹線１回線の計４回

線において、送電線の地絡事故が発生（以下「本件送電線事故」という。）

し、道東方面エリアが電力系統から一時的に切り離された結果、道東方面

エリア内で周波数が上昇したことにより、道東方面エリアの全ての水力発

電所が停止した。 

  カ エ及びオによる、電力供給の喪失に対し、北本連系設備からの受電、運

転中の他の火力発電所の出力増加及び合計約１４６万ｋＷ相当の負荷遮断

の実施などの対応により、周波数の維持が試みられたものの、周波数を維

持できず、周波数低下による発電機保護のため、火力発電所及び道東方面

エリア以外の水力発電所が停止した。 

その結果、北海道エリア内の電源がなくなったことにより、北本連系設

備も運転不能となって停止し、供給力が喪失したことにより、午前３時２
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５分、北海道全域における大規模停電（本件ブラックアウト）が発生した。 

  ⑷ 本件ブラックアウトからの復旧（乙２） 

   ア 脱退前被告は、本件ブラックアウト発生直後の午前３時２７分頃から、

本件ブラックアウトからの復旧（ブラックスタート）を試みたが、１回目

のブラックスタートは、機器の停止等により失敗した。 

     その後、脱退前被告は、午前６時２５分頃から、２回目のブラックスタ

ートを試み、発電機の並列や電力系統の接続を順次行い、同月８日午前０

時１３分、一般負荷送電を完了し、土砂崩れで立ち入ることができない一

部地域等を除き、一般の需要家に対する電気の供給が復旧した。 

   イ 脱退前被告は、本件ブラックアウトからの復旧の見通しについて、経済

産業省に説明をしており、経済産業大臣は、同月７日午前１０時頃までは、

同説明を基に、北海道全域への供給再開に１週間程度かかるとの見通しを

説明していた（甲１０の２・３、弁論の全趣旨）。 

 ２ 争点及び争点に関する当事者の主張 

  ⑴ 本件発電所に発電量を一極集中させた過失等の有無 

  （反訴原告の主張） 

    脱退前被告には、本件発電所に近接した地域で大規模な地震が発生した場

合に、ブラックアウトが発生することを防止するため、本件発電所における

発電量を９０万ｋＷ以下に抑えて運転し、不足分を他の火力発電所及び水力

発電所による発電により賄い、あるいは、本件発電所の発電機の停止に備え、

揚水発電所である京極水力発電所を稼働させておくべきであったのに、これ

を怠った過失がある。 

    その根拠は次のとおりである。 

   ア ブラックアウトの発生を防止するための対策をとることは電力会社であ

る脱退前被告の義務であること 

     脱退前被告は、北海道全域に電気を供給する電力会社として、電力を安
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定的に供給する責務を負っている。ブラックアウトは、北海道経済全体に

極めて重大な影響を及ぼすことから、電気の需給バランスが崩れることに

よる周波数変化によりブラックアウトが発生することを防ぐために、あら

かじめ十分な検討と対応措置をとる義務を負っていた。 

   イ 本件発電所に近接した地域で大規模な地震が発生した場合に、ブラック

アウトが発生し得ることを予見できたこと 

     本件発電所は、石狩低地東縁断層帯南部に極めて近接しており、地震

の発生リスクが高い状況にあったことからすれば、本件発電所に近接し

た地域で大規模な地震が発生する可能性は容易に認識することができた。 

      また、東北地方太平洋沖地震、十勝沖地震などの過去の地震において、

発電所単位で全ての発電機が停止した例が多数あったこと、地震動によ

る発電機損傷の可能性に加え、本件発電所の２号機及び４号機には、強

い地震動を感知した際、タービン保護のため自動的に停止するシステム

が備えられていたことからすれば、本件発電所に近接した地域で大規模

な地震が発生した場合に、本件発電所の全ての発電機が停止する可能性

があることは、容易に認識することができたといえる。 

     これに加え、本件地震当時、本件発電所の発電量は、北海道全体の４

８％を超えていたところ、北海道は、電力系統の孤立性が高く、他の地

域から電力の融通を受けづらい環境にあり、また、電力系統の規模が小

さく、周波数の変動を生じやすいという脆弱性を抱えている。これに加

え、電力網が道央エリアを中心として、道北、道東及び道南の各エリア

に放射状に延伸される構造となっており、道央エリアと道北等の各エリ

アとの接続が分断されると、各エリアが孤立した電力系統となることを

も考慮すると、１号機、２号機及び４号機の同時停止により、ブラック

アウトを生じる大きな周波数低下が起きることを想定することができた

といえる。 
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     さらに、本件発電所の近傍には、送電線が集中しており、大規模な地

震が発生した場合には、発電機の停止のみならず、鉄塔の倒壊や地絡事

故の発生などにより、送電システムの障害が発生し得ることも予見する

ことができたといえる。 

     以上によれば、本件発電所に近接した地域で大規模な地震が発生した

場合に、ブラックアウトが発生し得ることを予見できたというべきであ

る。 

   ウ 本件発電所における発電量を９０万ｋＷ以下に抑えて運転し、不足分を

他の火力発電所及び水力発電所による発電により賄うことで、ブラックア

ウトの発生を防ぐべき義務があったこと 

     一般に、周波数が５０Ｈｚから４５Ｈｚまで低下するとブラックアウ

トの危険が生じ、また、供給電力量が６％変動すると１Ｈｚの周波数の

変動が生じるとされる。 

     北海道全体の消費電力量（≒供給電力量）は、少ない時間帯で３００

万ｋＷ程度であるから、ブラックアウトを生じさせないために、一度に

失われることが許容される供給電力量は、９０万ｋＷ（３００万ｋＷ×

６％×５）となる。 

     したがって、本件発電所における発電量を９０万ｋＷ以下に抑えて運

転し、不足分を他の火力発電所及び水力発電所による発電により賄うこ

とでブラックアウトの発生を防ぐことができるのであるから、脱退前被

告は、ブラックアウトの発生を防ぐために、かかる対策をとる義務があ

ったのに、これを怠った。 

   エ 本件発電所の発電機の停止に備え、揚水発電所である京極水力発電所を

稼働させておくことでブラックアウトの発生を防ぐべき義務があったこ

と 

     本件地震当時、京極水力発電所は運転停止中であったが、同発電所は、
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揚水発電所であり、急激な電力の需給バランスの変動の対応に用いること

ができるのであるから、脱退前被告は、仮に、本件発電所に発電量を集中

させるのであれば、本件発電所の発電機が全て停止した場合の急激な需給

バランスの変動に対応することができるよう、京極水力発電所を稼働させ

ておくことで、ブラックアウトの発生を防ぐべき義務があったのに、これ

を怠った。 

   オ 小括 

     以上によれば、脱退前被告には、本件発電所に近接した地域で大規模な

地震が発生した場合に、ブラックアウトが発生することを防止するため、

本件発電所における発電量を９０万ｋＷ以下に抑えて運転し、不足分を他

の火力発電所及び水力発電所による発電により賄い、あるいは、本件発電

所の発電機の停止に備え、揚水発電所である京極水力発電所を稼働させて

おくべきであったのに、これを怠った過失があるというべきである。 

  （反訴被告の主張） 

    本件ブラックアウトの発生について、脱退前被告に、原告の主張に係る過

失は存在しない。以下、その理由を述べる。 

   ア 本件ブラックアウトの発生を予見することはできなかったこと 

     本件ブラックアウトは、本件地震により、本件発電所の１号機、２号

機及び４号機が全て脱落したことに加え、計４回線における本件送電線

事故が発生したことに伴う水力発電所の停止が複合的要因となって発生

したものである。 

     本件ブラックアウトの発生を予見するためには、地震により本件発電

所の発電機３機が停止するという事態と、道東方面エリアに連系する複

数の経路全てに故障を生じさせ、道東方面の水力発電所を全て停止させ

るような基幹系送電線において、しかも、相互に離れた異なるルートに

設置された基幹系送電線で、ジャンパー線の動揺による地絡事故が同時
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多発的に発生するという事態が同時に発生することを予見できなければ

ならないが、本件地震の当時において、そのような同時多発的な故障の

発生を予見することはおよそ困難であった。 

     したがって、脱退前被告は、本件ブラックアウトの発生を予見するこ

とができなかったから、本件ブラックアウトの発生を回避する義務を負

わない。 

   イ 脱退前被告の設備形成及びその信頼度は十分なものであり、反訴原告主

張の方法により本件ブラックアウトの発生を回避する義務を負わないこ

と 

     電力系統の運用に当たっては、地震等の自然現象等に対する安定運用

とかかる安定運用を維持することの経済的合理性とのバランスをとる必

要があり、国内外の電力会社では、かかるバランスを図るための指標と

して、信頼度基準が定められている。 

     信頼度基準においては、電力系統の安定運用を損なうような事象の発

生頻度を考慮し、設備故障の数を基準とした「Ｎ－１」（機器、装置の単

一設備故障）、「Ｎ－２」（２箇所故障）などの「想定故障」を前提として、

「停電が発生しない」、「電力系統の安定運用ができる」など電力系統が

どのようにあるべきかを定め、これに従って設備形成及び系統運用を行

うことによって信頼度と経済性のバランスを保っている。 

      具体的には、Ｎ－１をもって通常考慮すべきリスクとし、これにより

供給支障を発生させないように設備形成すべきものとする一方、Ｎ－２

以上については稀頻度リスクとし、設備形成ではなく、一部の供給支障

又は発電支障を許容しつつ、運用によって連鎖的な事故にならないよう

に対策を講じるべきものとする考え方をとっている。 

     脱退前被告は、かかる考え方に基づき、本件発電所の発電機１機が停

止（Ｎ－１）しても、他の発電所の出力の上昇や北本連系設備による本
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州からの電力融通により原則として供給支障が生じない対策を行ってお

り、また、仮に発電機が２機停止（Ｎ－２）しても、これらに加えＵＦ

Ｒによる負荷遮断により連鎖的な停電を防止することが可能な状態にあ

った。 

     本件地震によって、脱退前被告の電気設備に生じた事態は、本件発電

所の発電機３機の脱落（Ｎ－３）と送電線４回線の事故（Ｎ－４）が競

合する（Ｎ－７）という超稀頻度リスクが現実となったものであり、仮

に、このようなリスクを回避しようとすれば、ありとあらゆる震源地・

地震規模・地震動に伴って生じ得る様々な系統事故を想定し、発電所及

び送電線の設置及び運用上の全てのリスクに備えた対応を事前に講じて

おかなければならない結果となるが、そのような対応はそもそも不可能

である上、無制限な設備投資を要求することとなり、電力価格の著しい

増加を招き、需要家にとっても不利益であるから、このような対応は、

電力事業として著しく不合理なものといわざるを得ない。 

      他方、大規模かつ長時間の停電は、需要家に様々な不利益をもたらす

ものであるが、特に医療機関や金融機関、ホテル、酪農経営、公共施設

などにおいては、自家発電設備の設置による合理的な対策も可能である。 

     以上によれば、被告には、本件ブラックアウトを回避する義務はなか

ったことが明らかである。 

  ⑵ 適切な負荷遮断量の設定を怠った過失の有無 

  （反訴原告の主張） 

   ア 本件地震当時、脱退前被告が設定していた負荷遮断量は、１４６万ｋＷ

であり、本件地震当時の本件発電所の１号機、２号機及び４号機の発電量

の合計である１４９．２万ｋＷに満たないものであった。 

   イ 上記⑴で述べたとおり、本件地震当時、脱退前被告は、地震の発生によ

り本件発電所の発電機３機が全て停止する可能性があること、それに加え、
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北海道の電力系統の脆弱性などの要因により、ブラックアウトが生じ得る

ことを予見できたことからすれば、北本連系設備から６０万ｋＷの電力供

給を受けることができることを考慮しても、負荷遮断量の設定が不十分で

あったというほかない。 

   ウ そして、東北地方太平洋沖地震等により、地震による発電所単位の発電

停止リスクが認識されたことからすれば、脱退前被告は、負荷遮断量の設

定が十分であるのか見直す義務があったというべきである。 

     したがって、脱退前被告には、適切な負荷遮断量の設定を怠った過失が

ある。 

  （反訴被告の主張） 

   ア 一般に、ＵＦＲによる負荷遮断は、対象となったエリアにおける停電を

伴うことから、他の発電所の出力の上昇や北本連系設備による本州からの

電力融通などを行った上で行う最終手段である。 

     また、負荷遮断によって、電力需要が小さくなると供給力の増減による

周波数の変動が大きくなることから、際限なく負荷遮断を設定し、電力需

要を小さくすることは、かえって電力系統を不安定にするだけでなく、ブ

ラックスタートを遅らせることもあることから、安定化対策全体を評価し

た上で、負荷遮断量を設定する必要がある。 

   イ 本件についてみると、本件地震当時の本件発電所の１号機、２号機及び

４号機の発電量の合計は１４９．２万ｋＷであったところ、本件地震当時

の負荷遮断量の設定は１４６万ｋＷであり、北本連系設備に設定されたマ

ージンによる５２万ｋＷの受電に加え、他の発電所の出力の上昇による対

応を考慮すると、本件発電所の発電機３機の発電量１４９．２万ｋＷが全

て失われたとしても、ブラックアウトを回避することが十分に可能な負荷

遮断量が設定されていたのであり、脱退前被告の負荷遮断量の設定に過失

はない。 
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   ウ 反訴原告は、ブラックアウトが生じることを予見できたことを前提に、

脱退前被告が設定した負荷遮断量が不十分であったと主張するが、上記⑴

で述べたとおり、脱退前被告が本件ブラックアウトの発生を予見すること

はできなかったし、本件発電所の発電機３機の停止以上の事故が同時的に

多発する可能性までを踏まえて負荷遮断量の設定をする義務はないから、

原告の主張には理由がない。 

  ⑶ ブラックアウトからの復旧に係る過失の有無 

  （反訴原告の主張） 

   ア 脱退前被告による本件ブラックアウトからの復旧は、本件ブラックアウ

トの発生から約２日後である平成３０年９月８日午前０時１３分に完了

したが、脱退前被告は、当初、本件ブラックアウトからの復旧には１週間

を要すると考えたことから、経済産業大臣にその旨説明し、同月７日午前

１０時頃の時点ではなお、本件ブラックアウトからの復旧に１週間を要す

るという見通しが発表された。 

   イ 脱退前被告が、上記のとおり、本件ブラックアウトからの復旧に実際に

要した期間と異なり、１週間もの期間を要するとの不正確な判断に至った

のは、地震による大規模な電源脱落に備えてブラックスタートの備えをし

ていなかったことによるものと考えられる。 

     したがって、脱退前被告には、地震を想定したブラックスタートの計画

を立案していなかったという過失がある。 

  （反訴被告の主張） 

   ア 脱退前被告は、ブラックスタートのマニュアルを本件地震以前に作成し

ており、本件ブラックアウトからの復旧は、当該マニュアルに記載された

復旧方針及び手順等に従って行われた。 

   イ 反訴原告は、脱退前被告が本件ブラックアウトからの復旧に１週間を要

すると判断したことを論難するが、ブラックスタートの手順は、その性質
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上、過去に経験のない事象を想定して、シミュレーション検討により作成

したものであり、実際のブラックスタートにおいては、不安定な系統状態

の中で、予期せぬ事象の発生や設備障害等の不確定要素への対応が生じる

可能性が大きく、慎重な対応が必要であり、停電の復旧を期待している多

くの需要家に対し、供給力の回復について安易な見通しを公表することは

困難である。 

     また、本件地震発生直後は、地震発生前のピーク需要３８０万ｋＷに対

応するため、本件発電所の最低でも１機の復旧が必要であり、そのために

は１週間以上を要するものと見込まれたことから上記判断となったが、そ

の後、他社からの受電や自家発電設備を有する需要家の協力、国からの節

電要請による需要の削減等のような事前の復旧計画の策定段階において

予測できない偶然の要素によって復旧が早まる結果となったのであって、

脱退前被告の上記判断に問題はない。 

   ウ したがって、反訴原告の主張する過失は認められない。 

  ⑷ 損害 

  （反訴原告の主張） 

    反訴被告の上記過失により、本件ブラックアウトが発生し、また、本件ブ

ラックアウトからの復旧について不正確な見通しが公表されたことにより、

反訴原告は、本件ホテルの宿泊予約のキャンセルが相次ぎ、以下の損害を被

った。 

   ア 宿泊料の損害 ３４５８万円 

     本件ホテルの本件地震後から平成３０年９月３０日までのキャンセル総

額５５２８万円から、本件ブラックアウトと無関係に生じたと考えられる

キャンセル料３９１万円（前年同期実績に基づく）及び推定キャンセル延

べ人数３３３２人に宿泊客一人当たりの変動コスト５０４０円を乗じた

金額１６７９万円（１万円未満切捨て）を控除した残額３４５８万円の宿
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泊料の損害が発生した。 

   イ 付帯売上減少の損害 ５０３万円 

     本件ホテルの過去３年間の９月における売店、スナック等の宿泊料金以

外の付帯売上に係る一人当たりの粗利益の平均は１５１２円であること

から、これに推定キャンセル延べ人数３３３２人を乗じた金額である５０

３万円（１万円未満切捨て）の付帯売上減少の損害が発生した。 

   ウ 弁護士費用 ３９６万円 

     反訴原告は、本件訴訟のために反訴原告代理人に訴訟手続を委任するこ

とを余儀なくされた。かかる弁護士費用としては、上記ア及びイの損害合

計３９６１万円の約１割に相当する３９６万円が相当である。 

   エ 合計 ４３５７万円 

  （反訴被告の主張） 

    反訴原告の主張は争う。 

第３ 当裁判所の判断 

 １ 認定事実 

   前提事実に加え、後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められ

る。 

  ⑴ 本件ブラックアウトの発生機序（乙２、弁論の全趣旨） 

   ア 本件地震発生直前の電力系統の状況 

     本件地震発生直前の北海道内の発電機の運転状況は、別紙２の２の表の

とおりであり、北海道内全体の電力需要量合計約３０８．７万ｋＷのうち、

４８％余りに当たる約１４９．２万ｋＷを本件発電所の発電機１号機、２

号機及び４号機が供給している状況であった（前提事実⑶ウ）。 

   イ 本件地震発生直後（３時８分から３時９分まで）の状況 

     本件発電所の２号機及び４号機が本件地震の地震動によるタービンの

振動を検知して自動停止したことにより、約１１６万ｋＷの供給力が失
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われ、周波数の低下が生じた。 

     上記 の周波数低下を検知したことにより、北本連系設備からの緊急

受電やＵＦＲによる負荷遮断（約１３０万ｋＷの需要減）が行われた他、

風力発電が停止し、約１７万ｋＷの供給力が失われた。 

     上記 及び とほぼ同時に、本件送電線事故が発生し、道東方面エリ

アが電力系統から切り離された結果、道東方面エリアが停電し、約１３

万ｋＷの需要減となるとともに、水力発電所が停止し、約３７万ｋＷの

供給力が失われた（その他送電線事故等を含め北海道全体で約４３万ｋ

Ｗ）。 

 その結果、北海道全体の電力供給量が約１７６万ｋＷ減、電力需要量

が約１４３万ｋＷ減となり、供給が需要を下回ったところ、その差分に

相当する電力を北本連系設備から受電したことにより、周波数は一時的

に５０Ｈｚに回復した。 

   ウ ３時９分から３時２０分頃までの状況 

     本件送電線事故後、４回線が自動的に復旧したことにより、道東方面

エリアが電力系統に再度接続された。この時点で、道東方面エリアの水

力発電所が全て停止していたことから、電力系統全体では道東方面エリ

アの需要量約１３万ｋＷが純粋な需要増として働いた。 

     上記 に加え、本件地震後、需要家が電灯やテレビをつけるなどした

ことや、電圧が上昇したことなどによって需要が増加した結果、周波数

が徐々に低下した。 

     これに対し、脱退前被告が中央給電指令所から伊達２号機などの火力

発電所への出力増加を指令したことにより、周波数は回復傾向となった。 

   エ ３時２０分から３時２４分頃までの状況 

     本件発電所の１号機の出力がボイラー管の損傷や機器の動作不良によ

るドラム水位の激減により、徐々に低下し、最終的に約２０万ｋＷの供
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給力が失われ、周波数の低下が生じた。 

     周波数が低下したことにより、ＵＦＲが作動し、約１６万ｋＷ相当の

負荷遮断が行われ、周波数は、４９．５Ｈｚ程度まで上昇した。 

   オ 本件ブラックアウトの発生 

     ３時２５分、本件発電所の１号機がドラム水位の低下により停止し、

約１０万ｋＷの供給力が失われた。 

     １回目のＵＦＲ動作による負荷遮断後に、誤って再送電された負荷が

あり、１号機の停止による周波数の低下に伴い、再度負荷遮断（約６万

ｋＷ）が行われたが、周波数を回復するには至らなかった。 

     上記 の負荷遮断を経ても、周波数が十分に回復しなかったことから、

周波数低下による発電機保護のため、他の火力発電所及び水力発電所が

自動的に停止した。 

     上記 により、北海道エリア内の電源が無くなったことから、北本連

系設備も運転不能となって停止し、本州から融通される電力も喪失した

ことにより、供給力が喪失し、本件ブラックアウトが発生した。 

  ⑵ 本件ブラックアウトからの復旧に係る経過 

   ア ブラックスタートの経過（乙２、弁論の全趣旨） 

     脱退前被告は、本件ブラックアウト発生直後の午前３時２７分頃から、

本件ブラックアウトからの復旧（ブラックスタート）を試みたが、１回

目のブラックスタートは、機器の停止等により、午前６時２１分頃、失

敗した。 

      脱退前被告は、１回目のブラックスタートと並行して、本件発電所の

現地確認を行い、１号機及び２号機が起動できないことを確認するとと

もに、４号機の起動を試みたが、タービン軸付近で発火したため、４号

機の復旧を中止した。 

     脱退前被告は、午前６時２５分頃から、２回目のブラックスタートを
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試み、発電機の並列や電力系統の接続を順次行い、同月８日午前０時１

３分、一般負荷送電を完了し、土砂崩れで立ち入ることができない一部

地域等を除き、一般の需要家に対する電気の供給が復旧した。 

     上記ブラックスタートは、おおむね脱退前被告が事前に作成していた

復旧手順書のとおりに進められ、一部手順書と異なる部分があったが、

これは、１回目のブラックスタート失敗時の事故機器を回避するなどし

たものであった。 

   イ 復旧に係る見通しの説明等（甲１０の１～５、弁論の全趣旨） 

     脱退前被告は、本件地震発生後、９月６日午前８時頃の時点において、

経済産業省に対し、水力発電所を再稼働させ、その電力を用いて本件発

電所の発電機を再稼働させようとしていること、復旧に要する時間の目

途は明確にできないが、本件発電所が再稼働できれば、順次停電が解消

していくとの見通しを説明し、経済産業大臣は、記者会見において、こ

れと同旨の内容を説明した。 

     脱退前被告は、同日正午頃の時点において、経済産業省に対し、本件

発電所の１号機、２号機及び４号機が損傷等しており、本件発電所の復

旧には少なくとも１週間以上を要する見通しであること、他の火力発電

所や水力発電所の再稼働及び北本連系設備からの受電により、同月７日

中には約２９０万ｋＷの供給力を確保できる見通しであるが、北海道の

本件地震前日のピーク電力需要は３８０万ｋＷであるため、北海道全域

が完全に復旧するまでには少なくとも１週間以上かかる見通しとなるこ

とを説明し、経済産業大臣は、記者会見において、これと同旨の内容を

説明した。 

     その後、脱退前被告は、同月７日午前１０時頃の時点において、経済

産業省に対し、なお復旧には１週間程度を要する見込みである旨説明し、

経済産業大臣は、記者会見において、これと同旨の説明をするとともに、
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北海道の住民に対する節電を要請した。 

     脱退前被告は、同日午後７時頃の時点において、同月８日中に北海道

のほぼ全域について電力供給が再開できる見通しが立ったこと、稼働さ

せている発電所には老朽化したものがあり、当該発電所の脱落等により、

大規模な停電が発生するリスクもあり、週明けから平常時よりも１割程

度の節電が必須であること等を経済産業省に対し説明し、経済産業大臣

は、記者会見において、同旨の説明をした。 

     その後、脱退前被告は、同月８日午後６時頃の時点において、土砂崩

れなどによって立ち入りが困難な一部の地域を除いて、北海道のほぼ全

域について同日中に停電を解消する予定である旨、経済産業省に対し説

明し、経済産業大臣は、記者会見において、同旨の説明をするとともに、

万一の場合に備えて計画停電の準備を進め、電力の需給バランスが崩れ、

大規模な停電が発生するといった事態を回避するためにやむを得ない場

合には計画停電を実施する旨説明した。 

 ２ 争点⑴（本件発電所に発電量を一極集中させた過失の有無）について 

  ⑴ はじめに 

   ア 一般に、電力は現代社会における基礎的なインフラであり、電力の安定

供給が損なわれ、電力の供給が途絶することは、電力需要家の生命、身体

や財産上の利益等に対し、重大な被害を及ぼす危険性を有するものである

といえる。 

また、地震等により、発電機が停止するなどして、電力の需給バランス

が崩れ、周波数の低下が生じる事態となると、ブラックアウトが発生する

可能性があること自体は、電力会社において、一般に認識されていた（争

いがない。）。 

これらの事実に鑑みると、本件地震当時、北海道全域における発電事業

及び一般送配電事業等を担う電気事業者であった脱退前被告は、電力の安
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定供給を確保し、上記のような原因によってブラックアウトが生じること

を極力防ぐよう、発電及び一般送配電等の設備を形成、運用する責務を負

っていたというべきである。 

   イ 他方、電力系統を構成する発電所、送電・変電設備等の多くは地震をは

じめ様々な自然環境上の要因による電気的な故障を生じる危険を抱えて

おり、これら全ての故障に対し、電力系統の安定運用を維持し、停電を回

避しようとすれば、発電及び電力輸送能力の極めて高い設備形成を図った

上で、十分な余裕をもって電力系統を運用する必要が生じ、経済的合理性

が損なわれる結果となるため、電力系統の安定運用と経済的合理性とのバ

ランスを図る必要がある（乙３）。 

   ウ このような観点から、国内外の電力会社では、電力系統の安定運用と経

済的合理性のバランスを図るための指標として信頼度基準を定めており、

一般的な信頼度基準においては、電力系統の安定運用を損なうような事象

の発生頻度を考慮し、機器・装置の単一設備故障を「Ｎ－１」、２箇所故

障を「Ｎ－２」などと表した上で、Ｎ－１について、原則として供給支障

を発生させないように設備形成すべきものとする一方、Ｎ－２については、

停電規模などの社会的影響や設備増強あるいは運用制約が経済的合理性

に与える影響などを多面的に考慮して、個別の評価を行い、その評価の結

果として一部の供給支障あるいは発電支障を許容する場合が多いとされ

ている（乙３）。 

   エ また、上記信頼度基準の考え方は、電気事業法２８条の４０第３号及び

２８条の４５の規定に基づき、電力広域的運営推進機関が、一般送配電事

業者及び送電事業者が行う託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に

係る業務の実施に関する基本的な事項等を定め、その適正かつ円滑な運用

を図ることを目的として定める「送配電等業務指針」（乙４）においても

採用されており、Ｎ－１については、おおむね供給支障が発生しない又は
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供給支障の社会的影響が限定的であること、発電支障が発生しない又は発

電支障による電力系統の電圧安定性、同期安定性及び周波数に対する影響

が限定的であること等が求められ、Ｎ－２については、当該故障に伴う供

給支障及び発電支障の規模や電力系統の安定性に対する影響を考慮し、社

会的影響が大きいと懸念される場合には、これを軽減するための対策の実

施について検討するものとされている。 

   オ この点、信頼度基準の考え方は、電力会社が電力の安定供給の確保につ

いて電力需要家に対して負う不法行為法上の注意義務そのものを形成す

るものではないが、信頼度基準の考え方が、電力事業に関する専門的な知

見を前提として、電力系統の安定運用と経済的合理性とのバランスを図る

ものとして形成されていると解されることに鑑みると、脱退前被告の過失

（注意義務違反）の有無を検討するに当たっては、信頼度基準の考え方を

も参酌しつつ、発電を集中させることのメリットや、それによりブラック

アウトが生じるリスクの程度等を総合的に考慮すべきものと解される。 

   カ 以下、上記の観点を踏まえて、脱退前被告の過失の有無について検討す

る。 

  ⑵ 本件発電所における発電量を９０万ｋＷ以下に抑えて運転し、不足分を他

の火力発電所及び水力発電所による発電により賄う義務に係る過失の有無 

   ア 反訴原告は、脱退前被告には、地震等により、本件発電所の発電機３機

が全て脱落してもブラックアウトが生じることのないよう、本件発電所に

おける発電量を９０万ｋＷ以下に抑えて運転し、不足分を他の火力発電所

及び水力発電所による発電により賄うべき注意義務があった旨主張する。 

   イ 脱退前被告は、本件地震発生当時、北海道全体の電力供給量約３０８．

７万ｋＷの４８％余りに相当する約１４９．２万ｋＷを本件発電所の１号

機、２号機及び４号機により供給していた（前提事実⑶ウ）ところ、脱退

前被告がこのように発電を本件発電所に集中していたのは、メリットオー
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ダーの考え方に基づき、電力需要の小さくなる深夜帯において、相対的に

発電コストの低い本件発電所の発電機に発電を集中させることで、全体と

しての発電コストを低下させ、電気料金の低廉化等の効率性を向上させる

ためであったと認められる（乙６、弁論の全趣旨）。 

     そして、平成２５年４月２日に閣議決定された「電力システムに関する

改革方針」において、電気料金を最大限抑制するため、燃料コストが安い

電源から順に使うこと（メリットオーダー）の徹底が掲げられていたこと

（乙１１）、脱退前被告が平成２６年１１月に実施した電気料金改定（値

上げ）に係る申請に対し、経済産業省の査定においては、火力燃料費の算

定にあたって、需給運用に係る制約を考慮した上で燃料単価の低い発電所

から順に運転することを基本に燃料計画を策定しているかどうかが確認

の対象とされていたこと（乙１２、弁論の全趣旨）に照らすと、メリット

オーダーに基づき発電を実施することは、国の政策的な要請として電力会

社に求められていたものと認められる上、メリットオーダーにより、発電

コストを低下させることは、電気料金の低廉化等の形で、電力需要家であ

る北海道民の生活や北海道経済に利益をもたらすものであると認められ

る。 

   ウ  他方で、メリットオーダーによって、発電を一つの発電所の発電機に

集中することは、一般的に、地震等の要因により、発電機が同時に脱落

し、周波数の低下等が生じることにより、ブラックアウトが発生するリ

スクを高めるものといえる。 

 この点、本件発電所は石狩低地東縁断層帯南部に近接していることか

ら、大規模な地震が発生する可能性は想定し得たこと、本件発電所の２

号機及び４号機には、地震動によるタービンの振動を検知して自動的に

停止する機能が備えられていたこと（認定事実⑴イ ）を考慮すると、

脱退前被告において、大規模な地震が発生した場合に、本件発電所の１
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号機が損傷し、２号機及び４号機が自動停止するなどして、３機が同時

に脱落する事態が生じる可能性があることは、具体的に想定することが

できたといえる。 

  しかしながら、証拠（乙２、１３）によれば、本件地震当時の条件下

において、本件発電所の１号機、２号機及び４号機が３機同時に停止に

至ったとしても、本件送電線事故が発生しなかった場合には、①本件地

震当時、ＵＦＲの作動によって１４６万ｋＷ相当の負荷遮断が可能な設

定となっていたことから、地震発生後の北海道全体の需要は約１６２．

７万ｋＷ（３０８．７万ｋＷ－１４６万ｋＷ）となったと想定されるこ

と、②本件送電線事故が発生しなかったとすると、道東方面エリアが電

力系統から切り離されたことによって生じた水力発電所の停止は発生し

ないことから、本件発電所の１号機、２号機及び４号機停止後も、残存

電源及び北本連系設備からの受電を併せ、少なくとも約１７１．４万ｋ

Ｗの供給力があったこと、③①及び②より、供給力が需要を下回らない

ことから、周波数の低下は起こらず、ブラックアウトに至ることはなか

ったことが認められる。 

     そして、本件地震以前に、脱退前被告において、本件送電線事故のよ

うな３箇所４回線に及ぶ地絡事故が同時に発生し、道東方面エリアが電

力系統から切り離される事態が生じたことがあったことは認められない

ことからすると、かかる事態が発生し、その結果、道東方面エリアの水

力発電所が全て停止するという事態が発生することを具体的に想定する

ことは困難であったといわざるを得ない。 

そうすると、本件地震以前の時点において、本件発電所の発電機３機

が同時に脱落し、それとほぼ同時に本件送電線事故のような事故が発生

し、道東方面エリアが電力系統から切り離され、その結果、道東方面エ

リアの水力発電所がすべて停止するという事態が生じるリスクは、抽象
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的なリスクを超えた、対策を講じるべき具体的なリスクであったという

ことはできない。 

      そもそも、本件発電所の発電機３機の同時脱落と同時に発生し得る、

ブラックアウトの発生に結び付き得る事象は、本件送電線事故のような

事故に限られないのであって、このような抽象的なリスク全てについて、

事前に網羅的な対策を講じることはほとんど不可能であり、仮に、その

ような対策を講じるとすれば、極めて多額の費用を要し、その結果、電

気料金が上昇するという形で、電力需要家の利益を大幅に損なうことは

容易に想像することができる。 

      そして、上記⑴に記載したとおり、発送電等の電気事業を行うに当た

っては、電力系統の安定運用と経済的合理性とのバランスをとる必要が

あるのであって、脱退前被告に対し、上記のように対策を講じるべき具

体的なリスクと評価するに至らない程度の抽象的なリスクについても事

前に対策を講じることを求め、そのような対策が講じられない限り、本

件発電所の発電機に発電量を集中させることが認められないとすること

は、実質的にメリットオーダーによる経済的合理性の実現を不可能とす

るものであり、電力系統の安定運用の要請があることを踏まえても、上

記バランスを欠くものといわざるを得ない。 

     したがって、脱退前被告において、本件送電線事故のような事故が発

生し得ることを念頭において、本件発電所の発電機の発電量を９０万ｋ

Ｗ以下に抑えるべき義務があったということはできない。 

   カ 以上によれば、脱退前被告に、本件発電所における発電量を９０万ｋＷ

以下に抑えて運転し、不足分を他の火力発電所及び水力発電所による発電

により賄うべき注意義務があったとはいえず、この点についての反訴原告

の主張は採用できない。 

  ⑶ 本件発電所の発電機の停止に備え、揚水発電所である京極水力発電所を稼
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働させておくべき義務に係る過失の有無 

   ア 反訴原告は、脱退前被告には、本件発電所に発電量を集中させるのであ

れば、本件発電所の発電機が全て停止した場合の急激な需給バランスの変

動に対応することができるよう、京極水力発電所を稼働させておくことで、

ブラックアウトの発生を防ぐべき義務があった旨主張する。 

   イ しかし、脱退前被告において、本件発電所の発電機３機の同時脱落のみ

では、ブラックアウトが発生しないような設備の形成、運用を行っていた

こと、本件送電事故を含む本件発電所の発電機３機の同時脱落と同時に生

じ得る事故について、対策を講じるべき具体的リスクに至らないことは、

上記⑵に記載したとおりである。 

   ウ これに加え、一般に、京極水力発電所のような揚水発電所は、揚水運転

により、調整池に水が貯留されている状態でなければ、発電を行うことが

できないこと、揚水発電所は、通常、一日のうち電力需要が最も小さくな

る夜間に、発電コストの低い発電機によって発電した余剰電力を使用して

揚水運転を行って調整池に水を貯留し、電力需要が増大する時間帯に、貯

留した水を利用して発電を行うことで、発電コストの高い発電機の稼働を

減らし、全体としての発電コストを低下させるように運用されることが認

められる（弁論の全趣旨）。 

そうすると、仮に、京極水力発電所を稼働させていたとしても、北海道

全体の需要量に占める本件発電所の発電量の割合が最も高くなる（すなわ

ち本件発電所の発電機の脱落によるブラックアウトが発生しやすくなる）

時間帯である深夜において、調整池に十分に水が貯留されていない可能性

があるなど、本件発電所の発電機による供給が喪失した際、京極水力発電

所が発電可能な状況でない可能性がある。 

以上に鑑みると、京極水力発電所を稼働させておくことは、本件発電所

の発電機による供給が喪失する事態への対策としては確実性に乏しいも
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のといわざるを得ない。 

   エ 以上によれば、脱退前被告に、本件発電所の発電機が全て停止した場合

の急激な需給バランスの変動に対応することができるよう、京極水力発電

所を稼働させておくことで、ブラックアウトの発生を防ぐべき注意義務が

あったとは認められず、この点についての反訴原告の主張は採用できない。 

 ３ 争点⑵（適切な負荷遮断量の設定を怠った過失の有無）について 

  ⑴ 反訴原告は、本件地震当時、本件発電所の１号機、２号機及び４号機の発

電量の合計が約１４９．２万ｋＷに及んでいたにもかかわらず、ＵＦＲによ

る負荷遮断量が最大１４６万ｋＷ相当と設定されていたことは、北本連系設

備からの受電を踏まえても、負荷遮断量が不足しており、脱退前被告には、

適切な負荷遮断量の設定を怠った過失がある旨主張する。 

  ⑵ この点について、一般に、ＵＦＲによる負荷遮断は、必然的に負荷遮断の

対象となったエリアにおける停電の発生を伴うこと、際限なく負荷遮断を設

定することは、かえって系統を不安定にするだけでなく、ブラックスタート

を遅らせるおそれもあるとされていること（乙２）に照らすと、ＵＦＲによ

る負荷遮断量の設定の適否については、北本連系設備からの受電による供給

力の確保等の負荷遮断以外の方法による対策の存在を踏まえて検討すべきも

のと解される。 

  ⑶ 本件地震当時、本件発電所の１号機、２号機及び４号機の発電量の合計が

約１４９．２万ｋＷであったのに対し、負荷遮断量は最大１４６万ｋＷ相当

に設定されており、本件発電所の発電機３機が同時に脱落した場合、ＵＦＲ

による負荷遮断のみでは、約３．２万ｋＷの供給力が不足することとなる。 

    しかし、本件地震当時、脱退前被告においては、周波数の低下を検知した

場合、北本連系設備から最大６０万ｋＷの電力を受電することができること

となっており、ＵＦＲによる負荷遮断に先んじて、かかる緊急受電が行われ

ることを考慮すると、少なくとも、本件発電所の発電機３機の同時脱落が生
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じたのみであれば、北本連系設備からの６０万ｋＷの受電により供給力を補

いつつ、不足する約９０万ｋＷ（約１４９．２万ｋＷ－６０万ｋＷ）に相当

する負荷遮断を行うことで、ブラックアウトの発生を防ぐことができる設定

となっていたと認められる。 

  ⑷ そして、上記２に記載したとおり、本件地震当時、本件発電所の発電機３

機の同時脱落と同時に発生し、ブラックアウトの発生に結び付き得る事象は、

抽象的なリスクにとどまるものであること、北本連系設備からの受電と負荷

遮断を組み合わせた場合、本件発電所の発電機３機の同時脱落に加えて、さ

らに５０万ｋＷ程度の供給力の喪失に対応することが可能であったことに鑑

みると、本件地震当時、脱退前被告において、ＵＦＲによる負荷遮断量を最

大１４６万ｋＷ相当と設定していたことが不適切であったとはいえない。 

  ⑸ 以上によれば、この点についての反訴原告の主張を採用することはできな

い。 

 ４ 争点⑶（ブラックアウトからの復旧に係る過失の有無）について 

  ⑴ 反訴原告は、本件地震以前、脱退前被告において、地震による大規模な電

源喪失を想定したブラックスタートの計画を策定していなかったがために、

復旧に１週間を要するという、実際と異なる不正確な判断をすることとなっ

たとして、脱退前被告に過失がある旨主張する。 

  ⑵ しかし、前記第３の１⑵ア のとおり、①脱退前被告によるブラックスタ

ートは、脱退前被告において事前に策定していたブラックスタートの手順書

におおむね従って行われたこと、②同手順書と異なる手順によって行われた

部分については、１回目のブラックスタートで事故を起こした機器を回避す

る形で行われたことからすると、脱退前被告が、地震による大規模な電源喪

失を想定したブラックスタートの計画を策定していなかったという事実自体

認めることはできない。 

  ⑶ また、復旧に１週間を要するという判断をしていた点について、当時、脱
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退前被告は、北海道全域を停電から復旧させるには、本件地震が発生した時

期の北海道全体のピーク電力需要量である３８０万ｋＷの供給力を確保する

必要があり、かかる供給力を確保するために本件発電所の発電機の復旧が必

要であると考えたことから、上記判断をしたものと認められる（甲１０の２、

弁論の全趣旨）。 

    この点について、実際の本件ブラックアウトからの北海道ほぼ全域の復旧

は、本件地震の約２日後の同月８日午前０時１３分に達成されているところ、

かかる復旧が当初の予測よりも短期間で実現した要因としては、国から北海

道の住民に対し節電要請がされたこと（前記第３の１⑵イ）、他の電力会社や

自家発電設備を所有する事業者から電力の供給を受けたこと（乙１５）が挙

げられるのであり、このような要因を事前の復旧計画や復旧に要する期間の

予測に織り込むことは困難というべきであるから、実際のブラックアウトか

らの復旧に１週間を要さなかったことをもって、当初の予測が不合理であっ

たということはできない。 

  ⑷ 以上によれば、この点についての反訴原告の主張には理由がなく、採用す

ることができない。 

第４ 結論 

よって、その余の点について判断するまでもなく、反訴原告の請求には理由

がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。 
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別紙１ 

 

１ 電力系統 

  一定のエリア内で、各発電所で生産された電気が送電線、変電所等を経て需要

家に至るまで一体的に運用される電力システムの全体（電力網）をいう。 

  電気は、大量に貯蔵することができず、また、生産とほぼ同時に需要家に配達

されるため、電力系統内で発電される量（供給）と消費される量（需要）が同程

度となるように運用される。 

２ 周波数 

 ⑴ 交流電気において、1 秒間に電気の流れる向きが入れ替わる回数を周波数と

いい、単位はヘルツ（Ｈｚ）で表される。 

発電所においては、蒸気、水等の力でタービンや水車を回転させることでそ

れらに接続された磁石を回転させ、電磁誘導を起こさせることにより電気を発

生させている。磁石が回転してＮ極とＳ極が変わるときに電気の向きが変わる

ため、発電機の中で磁石が１秒間に回転する回数と発電される電気の周波数は

等しくなる。 

   北海道を含む東日本の発電機は、1 秒間に５０回磁石が回転しており、周波

数は５０Ｈｚに保たれている。 

 ⑵ 周波数は、電力系統内での電気の需要と供給とのバランスをとることで維持

されており、需要が供給を上回ると周波数は低下し、反対に供給が需要を上回

ると周波数は上昇する関係にある。 

   発電機は、電力系統内の周波数が一定の範囲を超えて変動すると、タービン

が損傷するおそれがあることから、自らの機器保護のために自動的に電力系統

から切り離されるようになっており、発電機の一つが停止すると、供給力が失

われ、更に複数の発電機が停止すると、状況によっては連鎖的に周波数の低下

が起こり、広範囲の停電（いわゆるブラックアウト）となることがある。 
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   そのため、電力会社は、時々刻々と変化する需要の変動に合わせて、発電所

の出力（供給）を調整している。 

３ 負荷遮断 

電力系統内の電力の需要が供給を上回り、周波数の低下が生じた場合に、電力

系統内の一部のエリアについて強制的に電力の供給を遮断することにより、残存

部分の電力系統内の需要と供給を均衡させることをいう。 

負荷遮断は、周波数低下量とその継続時間を予め設定し、動作条件に従い自動

的に負荷（電力系統につながる電灯及び電気機器が消費する電力）や発電機を電

力系統から遮断する装置である周波数低下リレー（以下「ＵＦＲ」という。）が

作動することによって行われる。 

負荷遮断を行うと、負荷遮断の対象となったエリアにおいて強制的に停電が発

生するため、需給を均衡させる方法としては、最も優先度が低いものとされてい

る。 

４ 北海道本州間連系設備（以下「北本連系設備」という。） 

  発電所のトラブルによる電圧・周波数の不安定化などの緊急時に備えて、北海

道と本州との間で相互に電力を融通することができるように設置された連系設備

のことをいう。 

  北海道内において、電気の供給力が不足し、周波数が低下した場合には、北本

連系設備のＡＦＣ（自動周波数制御機能）により自動的に受電量を増やし、周波

数を維持する仕組みとなっている。 

  北本連系設備では、電力系統の異常時若しくは需給逼迫時等の対応として連系

線を介して他の供給エリアから電気を受給するため、又は電力系統を安定に保つ

ために、運用容量の一部を通常時は使用しないで緊急時用に確保しており、これ

を「マージン」という。本件地震時のマージン量は、５２万ｋＷと設定されてい

た。 

５ メリットオーダー 
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  発電機の運転に当たって、燃料費の安い電源から順番に稼働することにより電

源全体の発電コストを最小化する方法のことをいう。 

  政府の方針として、平成２５年４月２日に閣議決定された「電力システムに関

する改革方針」において、電気料金を最大限抑制するため、メリットオーダーを

徹底することが掲げられている（乙１１）。 

６ 揚水発電所 

  水力発電所のうち、他の発電所で発電された電力を用いて調整池に揚水して貯

留した水を落水させることにより発電を行うものをいう。 

  電力消費量に余裕がある時間帯に、低コストで稼働できる発電所の電力を利用

して揚水しておき、電力消費量の多い時間帯に揚水した水を利用して発電を行う

ことで、発電コストの高い発電設備の稼働を減らすことができ、全体としての発

電コストを低下させることができるほか、揚水した状態であれば、急激な電力需

給バランスの変動に対応することができる利点がある。 
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別紙２ 

 

１ 本件地震当時の北海道の電力網の概要 

 

 

  

………………… 変 電 所

………………… 揚 水 式 発 電 所

………………… 水 力 発 電 所 （ 除 揚 水 式 ）

………………… 火 力 ・ ガ ス ・ 原 子 力 発 電 所

………………… 開 閉 所

………………… 交 直 変 換 所

凡　　　例

※　斜　体　文　字　は　送　電　線　名

Ｍ

北海道エリアの総需要 308.7 万ｋW(発電端) 

赤：送電している状態 

  （運転中及び充電中） 

黒：停止中 
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２ 本件地震発生直前の発電機の運転状況 

供給力 
定格 

(千ｋＷ) 

出力 

(千ｋＷ) 
運転状況等 

火 

 

力 

砂川 
３号機 

石炭 
１２５ ０ 11:00 並列予定 

４号機 １２５ ０ 14:00 並列予定 

奈井江 
１号機 

石炭 
１７５ ６１ 運転中 

２号機 １７５ ０ 05:30 並列予定 

苫小牧 １号機 

重原油
天然ｶﾞ

ｽ 

２５０ ０ 作業停止 

苫小牧共

同 

３号機 
重油 

２５０ 
０ 

作業停止 

伊達 
１号機 

重油 
３５０ ０ バランス停止中 

２号機 ３５０ ７６ 運転中 

苫東厚真

（本件発

電所） 

１号機 

石炭 

３５０ ３３８ 運転中 

２号機 ６００ ５５６ 運転中 

４号機 ７００ ５９８ 運転中 

知内 
１号機 

重油 
３５０ ９６ 運転中 

２号機 ３５０ ０ 作業停止 

音別 1、2 号機 軽油 １４８ ０ バランス停止中 

水 

 

力 

新冠１、２号機、高見 1 号

機 

糠平１号機、足寄１、２号

機 

３６１ ６９ 運転中 

京極１、２号機、高見２号

機 

糠平２号機 

５２１ ０ 作業停止 

その他 － ７１１ 運転中 

主な風力 ３１９ １６６ 運転中 

その他 － ３４４ 運転中 
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北本連系設備 

（北海道側受電最大） 

６００ 
(約

570) 

７２ 運転中 

需 要 － ３０８７  

以上 


